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【
保
育
の
現
状
と
課
題 
】

○
１
９
９
９
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た

「
町
田
市
子
育
て
子
育
ち
支
援
計
画
」

に
よ
り
、
保
育
園
７
園
、
入
所
児
童
数

８
０
０
人
が
増
え
、
延
長
保
育
、
休
日

保
育
、
病
後
児
保
育
な
ど
も
実
施
さ
れ

て
い
ま
す
。
一
方
、
一
時
保
育
、
家
庭

福
祉
員
、
認
証
保
育
所
を
整
備
す
る
な

ど
待
機
児
童
の
い
る
世
帯
に
対
す
る
施

策
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
大

型
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
な
ど
の
た
め
、
急

国基準保育所運営費　児童福祉施設最低基準による国基準の８時間保育に関する費用のこと
で、保育料はこの費用を基に算出されます。この他に１１時間開所、０歳児保育、障がい児保
育などの経費が掛かっていますが、これらを含めて保育所総事業費といいます。
保育単価　入所児童一人当たりの運営費の月額単価のこと。地域、保育所の定員規模、年齢
により細分化されている。平均保育単価は、定員・年齢を含めて平均化した保育単価のこと。
応益負担　給付やサービスなどの受益者がその受益の程度に応じて、経済的負担を負うべき
であるという考えのこと。
認証保育所　東京都が都市型保育ニーズに応えるため導入した制度で、国の児童福祉施設基
準を基に都が独自の基準を定め、それを満たした施設を認証し補助するものです。

町町田田市市保保育育料料問問題題懇懇談談会会
中中間間報報告告ににつついいてておお知知ららせせししまますす

　

市
で
は
、
本
年
４
月
保
育
園
の
保
育
料
を
７
年
ぶ
り
に
改
定
し
ま

し
た
が
、
市
議
会
の
指
摘
も
あ
り
、
５
月
か
ら
学
識
経
験
者
、
関
係

団
体
の
代
表
、
公
募
市
民
で
構
成
す
る
「
町
田
市
保
育
料
問
題
懇
談

会
」
（
会
長　

平
本
善
一
桜
美
林
大
学
元
教
授
）
を
設
置
し
、
保
育

料
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
調
査
、
検
討
を
す
す
め
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
、
広
く
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
ご
意
見
を
い
た
だ
く
た

め
、
検
討
中
の
内
容
を
中
間
報
告
と
し
て
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
そ

の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
（
全
文
は
、
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
下
さ
い
）
。

　

今
後
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
を
参
考
と
し
、

２
０
０
４
年
３
月
を
め
ど
に
最
終
報
告
を
と
り
ま
と
め
る
予
定
で

す
。

□問
 

子
育
て
支
援
課
11
７
２
４
・
２
１
３
８

激
な
就
学
前
児
童
数
の
増
加
に
よ
り
３

３
１
人
（
本
年
４
月
）
に
も
上
る
保
育

所
入
所
の
待
機
児
童
が
い
ま
す
。
こ
の

た
め
、
早
急
な
待
機
児
童
解
消
が
、
望

ま
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

【
費
用
負
担
の
現
状
】

○
２
０
０
２
年
度
の
国
基
準
保
育
所
運

営
費
は
、　

億
２
８
０
０
万
円
で
、
さ

３３

ら
に
特
別
保
育
な
ど
の
費
用
を
含
め
る

と
保
育
所
総
事
業
費
は
、　

億
１
２
０

６０

０
万
円
に
な
り
ま
す
（
表
１
参
照
）
。

２
０
０
２
年
度
市
歳
出
に
対
す
る
割
合

は
、
国
基
準
保
育
所
運
営
費
２
・　
９１

％
、
保
育
料
０
・　

％
で
し
た
が
、
１

５３

９
９
６
年
度
に
は
国
基
準
保
育
所
運
営

費
１
・　

％
、
保
育
料
０
・　

％
で
し

９８

４９

た
。
伸
び
率
で
は
、
国
基
準
保
育
所
運

営
費
が　

％
に
対
し
て
、
保
育
料　

％

５７

１５

と
な
っ
て
い
て
利
用
者
の
負
担
割
合
が

低
下
し
て
い
ま
す
（
表
２
参
照
）
。

○
市
の
１
９
９
６
年
度
の
平
均
保
育
単

価
は
５
万
８
６
５
５
円
（
月
額
）
、
児

童
一
人
当
た
り
の
保
育
料
は
１
万
４
５

６
２
円
で
、
平
均
保
育
単
価
に
占
め
る

利
用
者
の
負
担
割
合
は
、　

・
８
％
で

２４

し
た
。
今
年
度
は
、
平
均
保
育
単
価
７

万
１
０
７
８
円
、
保
育
料
１
万
５
１
６

６
円
、
平
均
保
育
単
価
に
占
め
る
利
用

者
の
負
担
割
合
は
、　

・
３
％
を
見
込

２１

ん
で
い
ま
す
が
、
利
用
者
負
担
率
は
低

下
し
て
い
ま
す
。

　

保
育
料
は
、
国
基
準
保
育
所
運
営
費

の
一
部
を
負
担
す
る
受
益
者
負
担
金
で

す
の
で
、
利
用
者
負
担
の
水
準
を
問
い

直
す
こ
と
が
必
要
で
す
。

【
保
育
料
の
在
り
方
】

①
費
用
負
担
の
原
則
に
つ
い
て　

○
保
育
料
の
徴
収
は
、
保
育
費
用
を
基

礎
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
応

益
負
担
の
原
則
を
基
本
に
、
平
均
保
育

単
価
に
対
す
る
保
育
料
の
割
合
、
つ
ま

り
利
用
者
負
担
率
を
検
討
し
、
そ
の
後

に
、
家
計
に
与
え
る
影
響
を
考
慮
す
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。
利
用
者
負
担
率
を

保
育
料
の
指
標
と
す
る
こ
と
は
、
利
用

者
に
理
解
し
や
す
い
保
育
料
の
在
り
方

で
あ
る
と
い
う
共
通
認
識
で
一
致
し
ま

し
た
。

○
平
均
保
育
単
価
の
負
担
割
合
に
つ
い

て
は
、
利
用
者
負
担　

％
と
す
る
モ
デ

２５

ル
試
算
を
し
た
と
こ
ろ
市
負
担　

・
２

３４

％
、
国
負
担　

・
２
％
、
都
負
担　

・

２７

１３

６
％
と
な
り
ま
し
た
。
本
市
の
利
用
者

負
担
率
が
、
一
時
期
を
除
い
て
、　

％
２５

以
下
で
推
移
し
て
い
る
こ
と
、
都
下
各

市
の
実
情
を
参
照
し
、
こ
の
利
用
者
負

担
率　

％
は
、
当
面
は
超
え
て
は
な
ら

２５

な
い
上
限
の
水
準
で
あ
る
と
の
認
識
で

一
致
し
ま
し
た
（
表
３
参
照
）
。

○
保
育
料
は
、
扶
養
義
務
者
の
所
得
税

合
計
額
に
よ
り
決
定
さ
れ
ま
す
が
、
１

９
９
９
年
恒
久
減
税
に
よ
り
所
得
税
額

が
減
税
と
な
っ
た
た
め
、
２
０
０
０
年

度
以
降
保
育
料
は
、
実
質
値
下
げ
と
な

り
ま
し
た
。
ま
た
、
平
均
保
育
単
価

は
、
保
育
単
価
の
高
い
低
年
齢
児
の
入

所
数
が
急
激
に
増
加
し
た
た
め
、
上
昇

し
て
い
ま
す
。
以
上
の
こ
と
に
よ
り
利

用
者
負
担
率
が
低
下
し
て
い
ま
す
。
２

０
０
３
年
度
の
利
用
者
負
担
率
は
、　
２１

・
３
％
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
１
９
９

６
年
改
定
時　

・
８
％
、
モ
デ
ル
試
算

２４

　

％
に
比
べ
る
と
低
い
こ
と
か
ら
、
保

２５育
料
の
調
整
が
望
ま
れ
ま
す
。

○
し
か
し
、
景
気
や
所
得
の
低
迷
、
失

業
率
の
悪
化
が
続
く
経
済
下
に
お
い
て

は
、
利
用
者
に
急
激
な
負
担
を
課
す
こ

と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
、
保
育
料
の
調

整
は
、
段
階
的
に
行
う
べ
き
で
す
。

②
階
層
区
分
の
設
定

○
現
行
の
所
得
税
最
高
額
世
帯
１
０
０

万
円
以
上
は
、
１
９
９
６
年
の
改
定
時

で
は
推
定
年
収
１
０
０
０
万
円
以
上
を

想
定
し
設
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
恒
久
減

税
の
結
果
、
約
１
３
６
０
万
円
以
上
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
推
定
年
収

１
０
０
０
万
円
、
所
得
税
額
で
お
お
む

ね　

万
円
を
所
得
税
最
高
額
世
帯
と
す

７０
る
べ
き
で
す
。

○
町
田
市
保
育
料
徴
収
基
準
額
表
の
所

得
税
階
層
数
は
、　

階
層
あ
り
ま
す

２１

が
、
国
４
階
層
、
都
下　

市
平
均　

階

２６

１８

層
と
比
較
し
て
も
多
く
、
簡
素
化
す
る

べ
き
で
す
。

③
年
齢
別
保
育
料
の
設
定

○
３
歳
児
区
分
の
保
育
料
は
、
国
基
準

の
保
育
料
で
実
質
設
定
さ
れ
て
お
り
東

京
・
神
奈
川
の
多
く
の
自
治
体
で
も
採

用
さ
れ
て
い
ま
す
。
年
齢
別
保
育
単
価

を
基
礎
と
し
て
保
育
料
を
検
討
し
、
公

平
な
負
担
を
求
め
る
べ
き
と
い
う
要
請

か
ら
３
歳
児
の
保
育
料
区
分
を
採
用
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

④
家
計
へ
の
配
慮
に
つ
い
て

○
現
行
の
複
数
児
世
帯
の
保
育
料
は
、

児
童
２
人
の
場
合
に
年
齢
の
高
い
子
を

３
割
減
額
と
し
て
い
ま
す
が
、
少
子
化

の
進
展
、
複
数
児
世
帯
の
家
計
へ
の
影

響
を
考
え
れ
ば
、
保
育
料
を
５
割
減
額

と
す
る
べ
き
で
す
。

○
現
行
の
ひ
と
り
親
等
世
帯
へ
の
保
育

料
低
減
は
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
に
対

し
て
行
っ
て
い
ま
す
が
、
ひ
と
り
親
等

世
帯
の
収
入
が
、
他
の
家
庭
に
比
べ
低

い
こ
と
か
ら
、
市
民
税
の
み
の
課
税
世

帯
に
対
し
て
も
適
用
す
べ
き
で
す
。

○
現
行
保
育
料
の
階
層
認
定
に
お
い
て

（
３
面
へ
つ
づ
く
）

中
間
報
告
に
お
け
る

基
本
的
な
方
向
性

用語の説明

表１�
保育所総事業費の負担割合�
２００２年度（６０億１２００万円）�

保育料�
６億５００�
万円�
１０．１％�
（A）�

市負担分�
２７億９０００万円�
４６.４％�

都負担分�
１６億９３００万円�
２８.２％�

市負担分�
２７億９０００万円�
４６.４％�

市単独分市単独分�
６億９１００�
万円�
１１.５％�

市負市負担分担分�
７億３９００�
万円�
１２.３％�

都負担分�
１２億３８００�
万円�
２０.６％�

法定�
負担�
４億５４００�
万円�
７.６％�
（C）�

法定�
負担�
４億５４００�
万円�
７.６％�
（D）�

保育料軽減保育料軽減�
９億４００万円�
１５.０％�
（B）�

保育料軽減�
９億４００万円�
１５.０％�
（B）�

市単独分�
６億９１００�
万円�
１１.５％�

市負担分�
７億３９００�
万円�
１２.３％�

都負担分�
１２億３８００�
万円�
２０.６％�

法定�
負担�
４億５４００�
万円�
７.６％�
（C）�

法定�
負担�
４億５４００�
万円�
７.６％�
（D）�

都負担分�
１６億９３００万円�
２８.２％�

雑入�
１４００万円�
０.２％�

国法定�
負担金�
９億９００�
万円�
１５.１％�
（E）�

国法定�
負担金�
９億９００�
万円�
１５.１％�
（E）�

都基準事業分�

百万円未満�
切り捨て�

国徴収基準額＝A（保育料）+B（保育料軽減）+C（市法定負担）+D（都法定負担）+E（国）�
（３３億２８００万円）�（６億５００万円）�（９億４００万円）� （４億５４００万円）�（４億５４００万円）�（９億９００万円）�

表２� 保育所経費と市歳出�

保
育
所
総
事
業
費�

保
育
料（
億
円
）�

市
歳
出（
億
円
）�

７０�

６０�

５０�

４０�

３０�

２０�

１０�

０�

１３００�

１２５０�

１２００�

１１５０�

１１００�

１０５０�

１０００�

９５０�
年度　９６　　　９７　　　９８　　　９９　　　００　　　０１　　　０２�

４３.３� ４４.１� ４６.５�
４８.８�

５２.５�
５６.６�

６４.９�

５.２� ５.２� ５.５� ５.５� ５.０� ５.６� ６.０�

１,０７０�
１,０９３�

１,１２９�

１,２４１�

１,１３９�
１,１９７�１,１９７�

１,１４３�

保育所総事業費� 保育料� 市歳出�

表３� 町田市の保育料水準の変化�※０３年度は、４月～６月分の�
実績のため参考値です。�

８９　 ９０　 ９１　 ９２　 ９３　 ９４　 ９５　 ９６　 ９７　 ９８　 ９９　 ００　 ０１　 ０２　 ０３�

１００％�

８０％�

６０％�

４０％�

２０％�

０％�

年度�
保育料� 市負担額（法定分含む）� 国法定負担金� 都法定負担金�

２９.４�

４３.２�

１８.２�

９.１�

２５.９�

４２.６�

２１.０�

１０.５�

２５.６�

４２.５�

２１.３�

１０.６�

２４.６�

４３.３�

２１.４�

１０.７�

２４.７�

４３.８�

２１.０�

１０.５�

２３.５�

４４.２�

２１.６�

１０.８�

２３.１�

４４.２�

２１.８�

１０.９�

２４.８�

４０.８�

２２.９�

１１.４�

２４.６�

４１.１�

２２.９�

１１.４�

２３.３�

４０.１�

２４.５�

１２.２�

２２.３�

３９.６�

２５.５�

１２.７�

１９.０�

４２.１�

２５.９�

１３.０�

１７.８�

４０.５�

２７.８�

１３.９�

１８.２�

４０.８�

２７.３�

１３.７�
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表４　　�町田市の年齢別保育単価の負担割合（２００３年度４～６月参考値）�

０歳児� １・２歳児� ３歳児� ４・５歳児� 平 均�

１００％�

８０％�

６０％�

４０％�

２０％�

０％�

利用者負担率� 市負担率� 国負担率� 都負担率�

１１.９�
２１，１０６円�

３２.１�

３７.３�

１８.７�

２０.６�
２１，１４６円�

３６.４�

２８.７�

１４.４�

２６.１�
１２，３８５円�

４５.３�

１９.１�

９.５�

２７.８�
１１，１９２円�

４１.２�

２０.６�

１０.３�

３７.９�

２７.２�

１３.６�

１１.９�
２１，１０６円�

３２.１�

３７.３�

１８.７�

１７７，７７４円�

２０.６�
２１，１４６円�

３６.４�

２８.７�

１４.４�

１０２，８５４円�

２６.１�
１２，３８５円�

４５.３�

１９.１�

９.５�
４７，４９８円�

２７.８�
１１，１９２円�

４１.２�

２０.６�

１０.３�
４０，２０４円�

２１.３�
１５，１６６円�
２１.３�

１５，１６６円�

３７.９�

２７.２�

１３.６�

７１，０７８円�


